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一般社団法人日本病院会長殿

医政発03 3 1第6号
平成27年3月31日

額出繭磁
厚生労働省医政局輸品［妥ITJ~

間接腿謡
医療法人の附帯業務の拡大について

標記について、別添のとおり各都道府県知事及び各地方厚生（支）局長宛てに

通知を発出いたしましたので、御ア知願います。



各都道府県知事 i
ト殿

各地方厚生（支）局長｜

医政発03 3 1第5号

平成27年3月31日

厚生労働省医政局長

（公印省略）

医療法人の附帯業務の拡大について

医療法人の附帯業務については、医療法（昭和 23年法律第20 5号）第42条の

規定により、医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に

支障のない限り、定款又は寄附行為（以下「定款等Jとしづ。）の定めるところによ

り、同条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことができることとされ、医療法人

の附帯業務の具体的な内容については、「医療法人の附帯業務について」（平成 19年

3月 30日付け医政発第0330053号。以下「通知Jという。）の別表に取りま

とめられているところである。

今般、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成24年法律第67号）等の施行、及び医療従事者の確保を目的とした

医療従事者の養成所に通う学生への奨学金の貸付の取扱いに関して、通知の別表の一

部を改正し、本年4月1日から適用することとした。

貴職におかれては、下記の改正の内容及び留意事項について、御了知の上、貴管内

の医療法人等に対する周知方お願いする。

昔日

第 1 改正の内容

通知の別表の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。

第2 留意事項

新たに追加された業務を医療法人が行う場合にあっては、定款等の変更が必要

であるが、定款等の変更の申請の際には、医療法施行規則（昭和 23年厚生省令

第50号）第32条第3項に規定する書類を申請書に添付すること。

また、各個別法で定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に

行うこと。ただし、これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴

い定款等の変更の認可日が遅れることはやむを得ないこと。



0「医療法人の附帯業務についてJ（平成19年3月30日医政発第0330053号）（抄）の一部改正
OJI］添）

（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（別表） （別表）

第6号保健衛生に関する業務 第6号保健衛生に関する業務

I .直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業 I. 直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業

務であること。 務であること。

①～⑥（略） ①～⑥（略）

⑦ 削 除 ⑦病児・病後児保育事業（地方公共団体の委託又は補助を受けて実施

するもの。）

⑦～⑪（略） ⑧～⑩（略）

盛認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関 ＠認可外保育施設（児童福祉法第34条の 15に規定する家庭的保

する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を 育事業その他これに類する事業が行われる認可外保育施設を除

委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。 く。｝であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を

定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、文

はその運営に要する費用を補助するもの。

¥j]/（略） 盛（略）

⑩児童福祉法（昭和22年法律第16 4号）第6条の3第9項に規 （新設）

定する家庭的保育事業、同条第 11項に規定する居宅訪問型保育事

業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業。

※ 事業所内保育事業に限つては委託する場合も認めること。

II. （略） E司 （略）

留意事項 留意事項

1 （略） 1 （略）

2 医療従事者の養成施設に通う学生への奨学金の貸付は、医療施設の （新設3
運営における医療従事者確保の目的の範囲内において、奨学金の貸付

に関する内部規定を設けるなど適切に行われる限り、差し支えないこ

主L

3～4 （略） 2～3 （略）
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［改正後全文］

医政発第0330053号

平成 19年 3月 30日

最終改正 医政発 03 3 1第 5号

平成 27年 3月 31日

殿1
「
J

事

長

知

局

県

生
府

厚

道

方
都

地

各

各

厚生労働省医政局長

医療法人の附帯業務について

昨年6月 21日法律第84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律のうち、医療法人に関する規定について

は、本年4月1日から施行されることとなった。

これに伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一

部を改正する件（平成19年厚生労働省告示第93号）が本年3月 30日に告示され、

同年4月1日から適用することとされたところである。

本改正により、医療法（昭和23年法律第20 5号。以下「法Jという。）第42

条各号の医療法人が行うことができる附帯業務のうち、社会福祉事業の実施（第7号）

及び有料老人ホームの設置（第8号）については、下記のとおり取り扱うこととした

ので通知する。

また、医療法人が行うことができる附帯業務を別表のとおり取りまとめたので、附

帯業務の実施に関し関係主管部局及び各市町村等との連携を図り、適正な運用に努め

られたい。

なお、医療法人の附帯業務に係る既往通知｛別記）については、本通知で包括した

ため廃止する。

ロいき一ロ

第1 改正の趣旨

医療サーピスと福祉・住居サーピスの融合により、地域における医療の重要な担い

手である医療法人が必要なケアを切れ目なく提供できるよう、法第42条第7号に基



づき医療法人が行うことができる社会福祉事業の範囲について必要な見直しを行うと

ともに、法第42条第8号に規定する老人福祉法（昭和38年法律第 13 3号）に基

づく有料老人ホームの設置を追加するものであること。

第2 改正の内容及び留意事項

1 附帯業務の改正の内容

医療法人の附帯業務として、次に掲げる業務を追加することとし、本年4月 1日

より実施することができるものとしたこと。

なお、従前「保健衛生に関する業務」 （法第42条第6号）とし七行われてきた

ケアハウスに関しては、今後は法第42条第7号に基づき行われるものであること。

(1）法第42条第7号関係

① 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条第2項中の以下各号に規定す

る第1種社会福祉事業のうち次に掲げるもの。

ただし、当該附帯業務（（ワ）を除く。）を行うことができるものは社会医療

法人に限る。

（ア）第1号
・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを

目的とする施設（生活保護法（昭和 25年法律第144号）に規定する

保護施設である宿所提供施設を除く。）を経営する事業及び生計困難者

に対して助葬を行う事業

（イ）第2号（児童福祉法（昭和22年法律第16 4号）関係）

・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害

児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

（ウ）第3号（老人福祉法（昭和38年法律第13 3号）関係）

－ケアハウス

（エ）第3号の 2 （障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成17年法律第12 3号）関係）

－障害者支援施設を経営する事業

（オ）第6号（売春防止法（昭和31年法律第11 8号）関係）

・婦人保護施設を経営する事業

（カ）第7号

・授産施設（生活保護法に規定する保護施設である授産施設を除く。）を

経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する

事業

②社会福祉法第2条第3項各号に規定する第2種社会福祉事業のうち次に掲げ

るもの



（ア）第1号

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくは

これに要する金銭を与え、又は生活lζ関する相談に応ずる事業

（イ）第2号（児童福祉法関係）

－児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業

．子育て短期支援事業

．助産施設又は児童厚生施設を経営する事業

．児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

（ウ）第3号（母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第12 9号）関係）

・母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子福祉施

設を経営する事業

（エ）第4号（老人福祉法関係）

－老人福祉センターを経営する事業

（オ）第5号（身体障害者福祉法（昭和 24年法律第28 3号）関係）

－身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは

聴導犬訓練事業

－身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚

障害者情報提供施設を経営する事業

－身体障害者の更生相談に応ずる事業

（カ）第6号（知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）関係）

－知的障害者の更生相談に応ずる事業

（キ）第8号

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又

は宿泊所その他の施設を利用させる事業

（ク）第 11号

・隣保事業（隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用さ

せることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る

ための各種の事業を行うものをいう。）

〈ケ）第12号
・福祉サービス利用援助事業（精神上の理由により日常生活を営むのに支

障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス（社会福祉

法第2条第2項各号及び第3項第1号から第11号の事業において提供

されるものに限る。以下この号において同じ。）の利用に関し相談に応

じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な

手続又は福祉サーピスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与す

ることその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的

に行う事業をいう。）



（コ）第13号

・社会福祉法第2条第2項各号及び第3項第1号から第 12号までの事業

に関する連絡又は助成を行う事業

(2）法第42条第8号関係

老人福祉法第29条第1項に基づく有料老人ホームの設置

2 留意事項

新たに 1に掲げる事業を医療法人（(1）の①に掲げる事業（（ウ）を除く。）は社

会医療法人に限る。）が行う場合にあっては、法第50条第1項の規定に基づき

定款又は寄附行為（以下「定款等」とし、う。）の変更が必要であること。

なお、定款等の変更に当たっては、老人福祉法又は社会福祉法その他個別法で

定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと。ただし、

これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認

可日が後れることはやむを得ないこと。

また、組合等登記令（昭和39年政令第29号）第6条第1項の規定により、

変更の登記が行われた際は、医療法施行令（昭和 23年政令第32 6号）第5条

の 12の規定により変更の登記の届出が適切に行われるものであること。

（別記）

O老人訪問看護事業を行う医療法人について

（平成4年3月31目指第29号）

0医療法人の付帯業務に係る軽費老人ホーム（ケアハウス）の設置及び運営について

（平成6年2月 7目指第9号）

0訪問看護事業を行う医療法人について

（平成6年9月 9目指第62号）

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

（平成11年 6月 23日指第46号）

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

（平成11年7月15日事務連絡）

0医療法人の附帯業務の拡大について

（平成16年3月31日医政発第0331007号）

O医療法人の附帯業務の拡大について

（平成17年3月 30日医政発第0330002号）

O医療法人の附帯業務の見直しについて

（平成 18年3月31医政発第0331001号）

O医療法人の附帯業務の見直しについて

（平成 18年9月29日医政発第0929008号）



（別表）

医療法人の附帯業務について

医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない

限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行

うことができる。 （医療法第42条各号）

なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うこと

は医療法人の運営として不適当であること。

｜医療法第42条｜

匿亘医療関係者の養成又は再教育

看護師、理学療法士、作業療法古、柔道整復師、あん摩マツサ｝ジ指

圧師、はり師、きゅう師その他医療関係者の養成所の経営。

後継者等に学費を援助し大学（医学部）等で学ばせることは医療関係者

の養成とはならないこと。

医師、看護師等の再研修を行うこと。

匿亙医学又は歯学に関する研究所の設置

研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱

するものではないこと。

匿ヨ医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設

巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所（例えば、

へき地診療所）等を経営すること。

匿亘疾病予防のために有酸素運動（継続的に酸素を摂取して全身持久力に関す

る生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。）を行わせる

施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が

厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置（疾病予防運動施設）

附置される診療所については、

①診療所について、医療法第12条の規定による管理免除又は2か所

管理の許可は原則として与えないこと。

②診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のも

のを用いること。

③既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防

運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運

動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに

診療所を設けなくともよいこと。

※「厚生労働大臣の定める基準Jについては、平成4年7月1日厚生省



告示第18 6号を参照すること。

匿司疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所

を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準

に適合するものの設置（疾病予防温泉利用施設）

温泉とは温泉法（昭和23年法律12 5号）第2条第1項に規定する

ものであること。

疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設

の利用者の健康状態の把握、救急時等の医学的処置等を行うことのでき

る体制になければならないこと。

※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月 1日厚生省

告示第18 6号を参照すること。

匿自保健衛生に関する業務

保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをい

うのではなく、次の I、Eに記載される業務であること。

I .直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務

であること。

①薬局

②施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律、柔道整復師法に規定するもの。）

③ 衛生検査所（臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定す

るもの。）

④ 介護福祉士養成施設（社会福祉士及び介護福祉士法に規定するも

の。）

⑤ 介護職員養成研修事業（地方公共団体の指定を受けて実施するも

の。）

⑥ 難病患者等居宅生活支援事業（地方公共団体の委託を受けて実施す

るもの。）

⑦ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介

護予防通所リハピリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは複合

型サービス（小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。）

又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

ζ いう障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、

移動支援事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事

業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為で、あって次に掲



げるもの。

ア道路運送法（昭和 26年法律第18 3号）第4条第1項の規定に

よる一般旅客自動車運送事業

イ 道路運送法第43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事

業

ワ 道路運送法第 78条第 3号又は第 79条の規定による自家用有

償旅客運送等

※ 介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、

保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であるこ

と。例えば、 「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収、通所

サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについ

て、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。

※ 道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サ

ーピスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。

※ いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護

保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当

該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。

③介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防

サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支

援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定

都道府県事務受託法人の受託事務のうち、別添において「保健衛生に

関する業務Jとするもの。

⑨助産所（改正法第2条に規定するもの。）

⑬歯科技工所（歯科技工士法に規定するもの。）

⑪福祉用具専門相談員指定講習（介護保険法施行令に規定するもの。）

⑫ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成23年法律第32号。）

第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道

府県知事の登録を受けたものに限る。

※1 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法

律（平成23年法律第74号。以下「改正法」という。）の施

行の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関

する法律（平成13年法律第26号）第4条に規定する高齢者

円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であ

って、医療法人が設置しているものについては、改正法の施行

後も、その要件を継続して満たし、その居住者に対し、次に掲

げるいずれかのサーピスの提供を継続的に行うことを約してい

るものに限り、当面の問、医療法人が設置することができるも

のとすること。



(1) 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス

(2) 居住者の安否を定期的に確認するサービス

(3) 居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通

報等の緊急時対応サービス

※2 高齢者の居住の安定確保lζ関する法律の一部を改正する法律

（平成21年法律第38号。以下「平成21年改正法」という。）

附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に平成21年改正

法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条

に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者

専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについて

は、平成21年改正法附則第4条第1項の規定により登録の効

力が失われた場合であっても、その要件を継続して満たし、上

記（ 1 ）から（ 3）までに掲げるいずれかのサービスの提供を

継続的に行うことを約しているものに限り、当面の問、医療法

人が設置することができるものとすること。

※3 ※1及び※2については、賃貸住宅の戸数を増やしてはなら

ない。

⑬ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律（昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」

とし寸。）第2条第5号に掲げる特定労働者派遣事業であって、労働

者派遣法第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令（昭和 61年

政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。）第2条第1項

の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる

業務から除外されている労働者派遣で次に掲げるもの。

(1)労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務

ア 労働者派遣法第2条第6号に掲げる紹介予定派遣をする場合

イ 労働者派遣法第40条の2第 1項第3号又は第4号に該当する

場合

ワ 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅

以外の場所で行う場合

(2）労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務

エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に

規定するへき地にある場合

オ派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには

労働者派遣法施行令第2条第I項第1号に掲げる業務に業として

行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認め

られるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労



働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則（昭和61年労働

省令第20号）第1条第1項各号に掲げる場所（へき地にあるも

のを除く。）である場合（ただし、医療法施行規則（昭和23年

厚生省令第50号）第30条の 33の2第2項により、業として

労働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開

設する医療法人に限る。）

⑬ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7

7条に規定する地域生活支援事業として実焔する日中一時支援事業

（地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。）

⑬ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第12 3号）

第34条に規定する障害者就業・生活支援センター

⑬健康保険法（大正11年法律第70号）第88条第1項に規定する

訪問看護事業

⑪ 学校教育法（昭和23年法律第26号）第1条に規定する学校、 同

法第 12 4条に規定する専修学校及び同法第 13 4条第1項に規定す

る各種学校並びに児童福祉法（昭和 22年法律第 16 4号）第39条

第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のう

ち、同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの（以下、「認

可外保育施設」という。）において、障害のある幼児児童生徒に対し、

看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業

※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当するこ

と。

⑬認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関す

る基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託

し、又はその運営に要する費用を補助するもの。

⑬ 医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必

要と認める患者であって、

当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若

しくは通院している者、

又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステ

ーションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者

に対して、当該医療法人が配食を行うもの。

※ なお、例えば3年前に入院して現在は受診していないような者は

対象外となること。

⑫児童福祉法（昭和22年法律第16 4号）第6条の3第9項に規定

する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及

び同条第12項に規定する事業所内保育事業。

※ 事業所内保育事業に限っては委託する場合も認めること。



II. 国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に資

する以下の業務であること。

＠海外における医療施設の運営に関する業務

※ 当該業務を実施するに当たり必要な現地法人への出資も可能と

すること。その際、出資の価額は、繰越利益積立金の額の範囲内と

する。

※ 具体的な運用に当たっては、 「医療法人の国際展開に関する業務

について」 （平成26年医政発03 1 9第5号厚生労働省医政局長

通知）を参照すること。

匿宣社会福祉協2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定

めるものの実施

※ 平成 10年2月 9日厚生省告示第 15号及び本通知の別添を参照する

こと。

※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成 18年法律第77号）第3条第2項第2号の認定こども園（た

だし、保育所型のみ。）の運営は、上記告示の第1項第2号ハに包括さ

れること6

匿亘有料老人ホームの設置（老人福祉法に規定するもの。）

留意事項

1 .役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この

場合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。

2. 医療従事者の養成施設に通う学生への奨学金の貸付は、医療法人が開設する医

療施設の医療従事者確保の目的の範囲内において、奨学金の貸付に関する内部規

定を設けるなど適切に行われる限り、差し支えないこと。

3.第7号については、社会医療法人のみに認められるものがあること。

4.定款等の変更認可申請とは別に、個別法で定められた所定の手続（許認可、届

出等）を要する場合があること。この場合、個別法の手続の前に定款等の変更認

可申請をする必要があるが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴

い、定款等の変更認可日が後れることは、やむを得ないこと。



rn~添〉
0社会福祉法に基づく社会福祉事業の位置付け

r区鹿ま＂怖の隊司阿 rQJIま盆毘ll!i人が均賃RreJi:社会隈S鹿島人のみが9暗.

。『区分A欄の盟酬 『＊＊ J.!::li＇麻’~－l'f t，告示＂＇ま平成 1周年厚隼省告示前＂・ h『保健』＂志保健衛盆，＿闘する奪事．『盆畑』健医寝泊長人命行えな＂ほとを示す．

社会福祉議 各法 事案名、施世名寄 介担保険法制庫におけるザーピス・軍事専 ~·’2主人 区分 備 考

教恒施骸

更生勉殴
生活保祖国島

生でをλ目計隔的図さと降せす客るてを範隼儒揺股斜のx扶l玄助定r行.う制＝金と ． 告示 隼絡慢活保を障慣〈鎗.tro保II錐践である宿所鍵銚

生計困鎚者に対する防膚 ． 告示

乳児院 ． 告示

母子生活支錨施股 ． 告示

' 児童餐盛徳段 ． 告示

諜＇－兜 E帽祉埠土師掴定幸量けること．

明童福並走

担帽史岬時温手割w，で続間抽，Rあ蜘.個削閉出岬阻ヨE師店い引指A船李定前む鵬ず時・時る拙前郎！行E怠阻、R闘：うと輔ιこし町とのてがの哀侮四障害児λ所範霞 ． 告示

第循一J＇・径集金
情緒障害児短期治相健施陸 ． 告示

児童自立支盤施股 ． 告示

養護老人ホーム

老All鍾2盆 特別養店老人ホーム 錯殴サービス 介Ii循従施盤サービス

軽費者人ホーム｛定］ 。 告示 【注］ケアハウスのみ可

；，役；会虚お2主像2宕支~ を陣審者支鑓施骸 ． 告示

売春防血埠 婦人保磁施候 ． 告示

鰻産品殴 ． 告示 を生除活〈保．峰途上の保II施慢である告量産施殴

生低計利四で賞耐金宥をに財対遣してす無る事利子実又は ． 告示 a掴よsる週祉M手資府厳，金Rをl＇置纏会付た福事E，祉・.也等鰻でa舎bがコて行、っ役て会い福る径生法活に

生計固置者に討する金値帯供与 。 告示

生計四儒者に対する生活相鵠 。 告示

色自育立支園銀a法. 認定生活園踊者蹴労削組事業 。 告示

陣嘗児適所支銀事業 。 告示

障書県相殴支銀事業 。 告示

児童自立生活躍助事業 。 告示

ll<!i後児童健全育成事象 。 告示

子育て短期支盟事象 。 告示

乳児家庭全戸勧問事業 。 告示

養育支鍾肪問司区業 。 告示

地域子育て支慢拠点事業 。 告示

ー時預かり事業 。 告示

児童稽益法

小規線住居型児童委宵事象 。 告示

小線機保育事業 。 告示

網児保育事象 。 告示

予育て銀助活崎支複事案 。 告示

助産施陵 。 告示

保育所 。 告示

児童厚生施段 。 告育長

児童覇軍虚支爆センター 。 告示

児童の福祉増進相院事業 。 告示

t田機の民•＇宵総周帥1に‘嗣合す・億町．削制砧四＇子る． ~~：：1＂定こども置を経 。 告示

母子京注目常生活支復事象 。 告示



布母子子絹盤J福民配ぴ位父喰
父子車庫日常生活支橿事轟 。 告示

事蝿目常生活支援事業 。 告示 ：日：常子酬及生び活輔父.酷子a並事日び’・1募lっa災締て福手L、祉時権去盛舎の隼に母沼3恥手E湿家塵・

母子・父子福祉施陸 。 告示

居宅サービス車掌 訪問介臨 。 告示

定期巡回・随時対応型訪問介置看盤 。 告示

老人居宅介阻等事業 地場密着型サービス事業

夜間対応型町問介担 。 告示

介護予防ザピス事案 介盤予防肪開介限 。 告示

居宅サピス事業 適所介護 。 告示

5後a村ごのそとか湘れに定らぞ介のれ極又畏各探震ムサ貌が老ー途必λビ上要価スのを低事行E集Sう上者写のと象市し所て町
地厳密売．裂サピス.... 認知症対応型遍所介聾

老人デイサービス事業

相、宿こ鮒泉と軸隔帯舎で療は．世費定街aとI＇ししd・てFてのの定宵ル変制臨更sこi民本をE不を酎世実要皐でれあ既たするる事＝ 
介臨予防サービス事業 介瞳予防適所介阻 。 告示

.指'i福t・役舗会展 輔間町酔.サーゼス事療 介阻予防忽知瞳対応型通所介趨

居宅サピス事業 短期入所生活介謹 。 告示
例【をー2案紋到措受ビの所場定付ス初事に居1事，，象おE宅：所更すサ，をるRのがー行R指E場必ビ号で定合制要ス衛．をは．事合た受】実に当げの居館錯定宅事定サ

老人続期入所事業

老人福組織 介阻予防サービス事業 介櫨予防短期入所生活合瞳 。 告示

地域密着型サービス事業 小規模多機能型居宅介聾ー

潔5厚省指眠皇！目？惨る定Rの定状地剛並鑑況aと：霊し行れ等定に』て能行し停るの都｝て叉刊tこい変手道用肺k続更H府は定：地やE県隊町T舶定可必にむ等村飲要申はをおの冊轄鱒で蜘す変の輔a手る時更目変s事a毘吐抗更のは業可字進
小規棲多様能型居宅介櫨事業 。 告示

組織，z・..腫予防ザ－l:'A事象 介腫予防小規構多機能型居宅介聾

地培密着型サービス事業 翠知症対応型共同生活介謹 。 告示

盟個車問応型老人共同生措置助事事

岨間町肝防ト白鞘 介憧予防認知症封応型共同生活介II 。 告示

植合型サービス祖祉事業 地培密着型サービス事業 檀目古岨盤官サせーにmピ~＇.’』＇＂躍種事担能監居宅古阻且＂＂間曹値 。 告示

老人デイサービスセンター 。 告示

老人短期入所施設 。 告示

老人福祉セン骨一 。 告示

老人介謹支揖セン・－ 。 告示

障害福祉ザーピス事業 。 告示 行b必号事要，~·定苛敏ごと専この.史象実者字と鵠しはて縫の調2多定賜

般相政支媛事業 。 告示

酎”常栓総奮生金合盗説績意的主傷の及渇に師を支び冒

機7定事敵象等をの行夜号更事手業観冊念ご後とゴ2討・旨隅定方必要

特定相眼支援事業 。 告示

移動支盛事業 。 告示

地壊活動支掻セン・－ 。 告示

復祉ホーム 。 告示

身体陣容者生活訓練等事業 。 告示

手話通訳事業 。 告示

介助犬訓練事寮 。 告示

聴導犬訓練事業 。 告示

・2思者 身体障害者福祉セン章一 。 告示

？書店菱具製作鑑霞 。 告示

盲導犬訓練施盤 。 告伝

視聴覚障害者1育館提供施霞 。 告示

身体障害者の更生絹銀事業 。 告示

知招的諜.富a者 知的障害者回更生相設事業 。 告示

生額計簡四易住雛者宅の貸た付めの無格低 。 告示

生額計宿図泊般所者等のための鍋終回低 。 告示

生額計，；＇複...者のための鏑科ー低 。 本来

主額主針介復図老様者人保のた健め施般の無料・低 。 本来 介盟保障法上回介臨老人保健肱世

勝保事案 。 告示

福祉サービス利用握助事集 。 告示

前関項する各連骨絡及又びは前助各号成の司匹ヨ震に 。 告示



O介護保険法に基づく各事業の位置付け

後 r区分」欄の観瞬 『本来』とま$素案務『保健』とは保健衛生に網する実務「空欄』除夜銀法人が行え怠いことを示す．

鎧会福祉縫 各法 事.名‘施盟各.. 分割保議2金 区分 健 者

動問λ治介箇

訪るJ問者II＜勧問看贋ステ1ーションに限

保，a

訪〈固問｝看II＜訪問看臨ステーションを除

本来

酷聞リハピリテーション

居に隈宅る療．蓑｝管理指導［訪問看腫ステーション 保健

居宅サービス事畢 居を除宅〈療J養管理循導（訪市問看護ステ ンヨン

通所リハビり予ーション ヨド来

短期入所揖聾介瞳

特定施股入居者生活介恒｛詮｝ 保健 〈注〉策介温費探とし渓怨て上認のめEら妥れ当施る崎臨の俊肉広限医る療．5屋上附帯

福祉周具貸与 保健

特定福祉用具販売 保II’

居宅介極支般事業 保健

介麗予防肪周入描介盟
保健

介に限阻る予．防〉訪問看随（肪問看盟ステーション

介を除峰〈予．防？訪問看陣【勧問看限ステーシヨシ

本来

介阻予防肪問リハビリ宇一ション

子介ー趨シ予ョ防ン居に宅躍復る墾．｝管理指導｛肪問看護ス 保健

介盟予防サービス事案 介テー復ン予ヨ防ン居を宅除~－養｝管理箔導｛筒問看盟ス

介盟予防通商リハビリテーション 本来

介阻予防擢期入所樺裏合阻

松合宿錘． 2以外・

介置予防特定施Eλ亘書生活介I量t注〉 保健 ＂主)f業T理務eとa践して活a上のめ旭ら妥当れ時る礼総金の股肉に、限医る.滋！上附帯

介盟予防福祉用異貸与

保健

特定介阻予防福祉用異匝亮

介盟予防支櫨事業 保健

J地、塙密着型特定施肱入居者呈活合直｛注｝ 保健 〈定〉 介業l務誕保と援して活留上のめ峨ら当れ路る怠鑓問股胸C、限医る療．活上附宅

地増密着型サービス事輩

地埠密着型合理老人描祉施回λ情書生活介瞳

介臨予防事業

介事組業予防ケアマネジメント

総合相臨支援事車 務·~契5市約町E・旬ZのZか悶SらB雲諮E院~をE反愛f‘ ηE樋てE蝕伝：寄るEう濁R己舎2と8がの銭みな司い
包話的支律事.

権利陣阻事栗

なmここ芸とと．員【，：、例，：.臨R。E。限E市配Sの5霊いE挺う2包を3受醐5付2て支m行胴う~船za, 
地雄支揖事案｛注） 包メン緒ト的支雌裂民事線案的ケアマネν 保健 〉

予防ザーピス事象

話器Bが取のて、建量5警設E雲のう.. 院燭裏J史の雪事台量裏ロ館認店主gると司E手Z聞定目手続獄銭がに行事。後倍〉、うの還れ思変銀ζる更政則とこが手況とと続脳に陰して裏伴をや市で並bむL町あ行を祖定得るし
合.・甜震予防帥回開調..生活支~サーゼス司匹鍵

i;;t~ ＼；：：と．

ケアマネジメシト・.

佐倉事業

保健福祉事象（注） 保健 器8、諜自と同じ掛い

介担保健結Eサービス

S包盤サービス 本来

介障調優養噛段サーピス

指定市町村事務提訴法人の受託事務
経1 ロ8開5》箆の臨能時書E間z行~:ll叩~~・同四：~笠~＝~~：＝~

保健 町議話！H議器事財事i議i言室語，~~童~i 指定都道府県専務受託法人の受焼事務


